
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００８神第２３号 

事故等名 貨物船グレートラック押船第三十六関西丸被押台船○大Ｂ－５２５衝突 

発生年月日時刻 平成２０年９月９日 １５時１５分ころ 

発生場所 友ケ島灯台から真方位２２５°３３００ｍ 

（北緯３４°１５′３６″、東経１３４°５８′３０″） 

事故等調査の経過 

 

調査の概要：平成２０年９月１６日 グレートラック二等航海士に口述聴取 

 平成２０年１０月６日 神戸・地方事故調査官が第三十六関西丸の海難報

告書を精査及び第三十六関西丸船長に口述聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

認定した事実 

船種･船名･総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船グレートラック １４９０トン 

８８２３３１７ 

レッド サン シッピング カンパニー リミテッド 

船種・船名・総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

Ｂ 押船第三十六関西丸 １９８トン    Ｃ 被押台船○大Ｂ－５２５ 

１３１６９５                 ２０００ｍ３箱型土運船 

株式会社関西港湾工業 

乗組員等に関する情

報 

Ａ 二等航海士 中華人民共和国海技免状 

Ｂ 船長 五級海技士（航海） 

負傷者 Ａ 負傷者 なし 

Ｂ 負傷者 なし 

損害状況 Ａ 左舷船首部に亀裂及び擦過傷 

Ｂ 第三十六関西丸の船体右舷側ブルワーク等に曲損及び台船○大Ｂ－５２５の右舷船

尾部に曲損 

事故等の経過 貨物船グレートラックは、平成２０年９月８日１８時００分、空倉で、福岡県関門港を発

し、名古屋港に向かった。押船第三十六関西丸は、平成２０年９月９日１１時８分、空倉

の被押台船○大Ｂ－５２５を押航して、阪神港堺泉北区を発し、和歌山県和歌山下津港に

向かった。９月９日１５時１５分友ケ島水道の由良瀬戸において、グレートラックの左舷

船首部と○大Ｂ－５２５の右舷船尾部が衝突した。 

衝突の結果、グレートラックは、左舷船首部に亀裂及び擦過傷を生じ、第三十六関西

丸の船体右舷側ブルワーク等に曲損及び○大Ｂ－５２５の右舷船尾部に曲損をそれぞれ

生じた。 

事実を認定した理由 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

Ａ船船橋当直者がＢ船の動静を十分に監視しなかったため、

同船を確実に追い越し、かつ同船から十分遠ざかるまで同船

の進路を避けなかったこと 

Ｂ船船橋当直者が適切な見張りを行わなかったため、衝突を

避けるための措置ができなかったこと 



原因 本件衝突は、次のことが関与した可能性があると考えられる。 

Ａ船船橋当直者がＢ船の動静を十分に監視しなかったため、同船を確実に追い越

し、かつ同船から十分遠ざかるまで同船の進路を避けなかったこと。 

Ｂ船船橋当直者が適切な見張りを行わなかったため、衝突を避けるための措置がで

きなかったこと。 

 




